
○蒲郡市遺児手当支給規則 

昭和４８年３月３１日 

規則第６号 

改正 昭和５６年３月３１日規則第６号 

昭和５７年１０月１日規則第２７号 

平成１１年３月２５日規則第２６号 

平成１４年３月２９日規則第２１号 

平成１７年４月１日規則第４４号 

平成１９年３月１９日規則第１１号 

平成２４年３月２１日規則第１３号 

平成２８年３月２２日規則第４２号 

平成３０年３月２２日規則第１０号 

〔注〕平成３０年３月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、蒲郡市遺児手当支給条例（昭和４８年蒲郡市条例第３号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（障害の状態） 

第２条 条例第２条第１項第２号に規定する障害の状態とは、次の各号のいずれか

に該当するものをいう。 

（１） 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号

に定める身体障害者障害程度等級表の１級、２級及び３級程度 

（２） 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表に定める程度 

（申請の手続） 

第３条 条例第５条第１項に規定する蒲郡市遺児手当（以下「手当」という。）の

支給申請は、蒲郡市遺児手当支給申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）の規定による児童扶養手当の受給資格等の認定の請求に併せて

手当の支給申請をするときは、当該書類の添付を省略することができる。 



（１） 条例第３条第１項に規定する受給資格者及び条例第２条第１項に規定す

る遺児（以下「遺児」という。）の戸籍謄本 

（２） 遺児の父又は母が前条に定める障害の状態にあるときは、医師の診断書

又は身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に定める身体障害者手帳

の写し若しくは国民年金法施行規則（昭和３５年厚生省令第１２号）に定める

国民年金証書の写し 

（３） 条例第２条第１項第３号から第６号までの規定に該当する遺児について

は、その事実を証明する書面 

（４） 父若しくは母以外の者が遺児を養育しているときは、遺児を養育するこ

とを証明する書面 

（５） 遺児が１５歳又は１８歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中

学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の

中学部を含む。）に在学するときは、在学証明書 

（６） 条例第２条第１項第７号の規定に該当する遺児については、市長が指定

する書面 

（平３０規則１０・一部改正） 

（審査結果の通知） 

第４条 条例第５条第２項の規定による通知は、遺児手当／認定／却下／通知書（第

２号様式）によるものとする。 

（所得状況の届出） 

第５条 手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）は、毎年８月１日

から８月３１日までの間に市遺児手当所得状況届（第３号様式）を市長に提出し

なければならない。 

（支給の停止等） 

第６条 条例第３条第１項ただし書及び第７条の規定により手当の支給を停止し、

又はその停止を解除する場合は、遺児手当／支給停止／支給停止解除／通知書（第

４号様式）によるものとする。 

（平３０規則１０・一部改正） 



（手当認定事項変更の届出） 

第７条 受給者は、手当認定事項に変更の必要を生じたときは、速やかに遺児手当

認定事項変更届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（受給資格喪失の届出） 

第８条 受給者は、条例第３条に定める支給要件が消滅したときは、遺児手当受給

資格喪失届（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年規則第６号） 

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年規則第２６号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年規則第２１号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第１１号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第１３号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。ただし、第３条第１号の改正規

定（「又は登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。）及び第５条の改正規定

は、同年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第４２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年規則第１０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



２ この規則の施行の際、改正前の蒲郡市遺児手当支給規則の規定による第１号様

式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第３条関係） 

（平３０規則１０・全改） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

 


